
一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
本
誌
第
三
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）
よ
り
継
続
し
て
い
る
正
倉
院
文

書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
の
第
十
二
回
目
に
あ
た
る
。
今
回
対
象
と
す
る

の
は
、
天
平
勝
宝
二
（
七
五
〇
）
年
で
あ
る
。
本
目
録
作
成
に
至
っ
た
経
緯
や
そ

の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

二

凡
例

・
文
書
番
号
は
、
原
則
と
し
て
日
付
順
に
付
し
た
。
但
し
、
特
に
密
接
な
関
係
を

有
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
隣
接
さ
せ
た
場
合
が
あ
る
。

・
文
書
番
号
に
は
階
層
性
を
も
た
せ
て
い
る
。
単
体
の
文
書
が
集
合
し
て
継
文
を

成
す
場
合
、
そ
の
集
合
に
文
書
番
号
を
附
し
、
各
文
書
に
は
枝
番
号
を
付
し
た
。

ま
た
、
各
文
書
が
小
集
合
を
構
成
し
、
い
く
つ
か
の
小
集
合
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
帳
簿
の
場
合
は
、
最
も
大
き
な
集
合
に
文
書
番
号
を
与
え
、
小
集

合
に
は
枝
番
号
を
、
各
文
書
に
は
さ
ら
に
枝
番
号
を
付
し
て
、
そ
の
成
立
過
程

を
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
。

・
文
書
名
の
付
け
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
書
の
作
成
目
的
が
明
確
に
な
る
よ
う

心
が
け
た
。
し
た
が
っ
て
『
大
日
本
古
文
書
』（
以
下
『
大
日
古
』
と
略
す
）

の
文
書
名
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
往
来
軸
が
あ
る
場
合
は
基
本
的
に

そ
れ
に
基
づ
き
、
公
式
様
文
書
の
場
合
は
発
信
者
と
書
式
を
明
示
す
る
文
書
名

を
付
け
た
。

・
年
月
日
の
項
に
は
、
そ
の
文
書
の
作
成
年
月
日
（
帳
簿
の
場
合
に
は
開
始
年
月

日
）
を
示
し
た
。（

）
は
推
定
。
以
下
全
て
の
項
目
に
お
い
て
、
元
号
の
天

平
勝
宝
は
「
勝
宝
」
と
略
記
し
た
。

・
期
間
／
作
成
の
項
に
は
、
作
成
年
月
日
が
特
定
で
き
る
文
書
に
は
「
作
成
」
を
、

帳
簿
な
ど
複
数
の
年
月
日
に
わ
た
る
場
合
や
特
定
で
き
な
い
場
合
に
は
そ
の
記

載
対
象
の
最
終
年
月
日
を
「
〜
」
に
続
け
て
示
し
た
。
な
お
、
案
文
な
ど
は
記

載
年
月
日
と
作
成
年
月
日
が
同
一
と
は
限
ら
な
い
が
、
特
に
区
別
は
せ
ず
、
記

正
倉
院
文
書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
―
天
平
勝
宝
二
年
―

吉

松

大

志

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
四
号

二
〇
一
〇
年
三
月
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載
年
月
日
を
も
っ
て
作
成
と
し
た
。

・
写
経
事
業
等
の
項
に
は
、
当
該
文
書
が
主
と
し
て
関
わ
る
写
経
事
業
を
記
し
た
。

特
定
の
写
経
事
業
と
関
係
し
な
い
文
書
に
つ
い
て
は
、「―

」
で
示
し
た
。

・
文
書
機
能
の
項
に
は
、
当
該
文
書
が
果
た
し
た
機
能
や
内
容
を
摘
記
し
た
。

・
作
成
／
発
信
↓
受
信
の
項
に
は
、
文
書
の
作
成
／
保
管
主
体
、
ま
た
は
文
書
の

発
信
者
／
受
信
者
を
示
し
た
。
ま
た
、
案
文
の
場
合
に
は
「
写
書
所
（
↓
造
東

大
寺
司
）」
と
い
う
形
で
、
推
定
さ
れ
る
正
文
の
受
信
者
を
示
し
た
。

・
大
日
古
の
項
に
は
、『
大
日
古
』
編
年
文
書
二
五
巻
に
お
け
る
所
在
を
巻
数
と

頁
数
に
よ
っ
て
三
３７８
（
三
巻
三
七
八
頁
の
意
）
の
ご
と
く
示
し
た
。

・
文
書
の
所
在
の
頁
で
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。
Ｓ＝

正
集
、
Ｚ＝

続
修
、

ZK＝

続
修
後
集
、
ZB＝

続
修
別
集
、
ZZ＝
続
々
修
、
拾
遺＝

国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
編
『
正
倉
院
文
書
拾
遺
』。
断
簡
番
号
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
既
刊
部
分
（
正
集
〜
塵
芥
、
以
下
編
纂
所
目
録
と
略

す
）
は
そ
れ
に
従
い
、
必
要
に
応
じ
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
紙
焼
写
真
に
示

さ
れ
た
紙
数
番
号
を
〈

〉
で
示
し
た
。
未
刊
部
分
は
紙
数
番
号
の
み
を
記
し

た
。

・
次
の
項
に
は
、
当
該
文
書
が
何
次
利
用
か
を
示
し
た
。

・
他
の
利
用
の
項
に
は
、
同
一
の
紙
質
上
で
当
該
文
書
以
外
に
文
字
を
書
く
媒
体

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
示
し
た
。
主
に
紙
背
の
利
用
で
あ

る
。
利
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
空
欄
と
し
た
。

・
備
考
の
項
に
は
、
上
記
以
外
の
留
意
点
を
示
し
、
端
裏
書
や
、
八
世
紀
当
時
お

よ
び
近
代
の
編
成
時
に
お
け
る
往
来
軸
・
付
箋
の
情
報
は
必
ず
記
す
こ
と
と
し

た
。
ま
た
、
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
『
正
倉
院
御
物
目
録
』「
未
修
古
文

書
目
録
」（
以
下
、
未
修
目
録
と
略
す
）
に
よ
る
情
報
﹇
飯
田
二
〇
〇
一
〜
二

〇
〇
三
﹈
を
記
し
た
。

・
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
解
説
は
、
集
成
解
説

と
略
す
。

・
本
目
録
に
含
ま
れ
な
い
勝
宝
二
年
の
内
容
を
含
む
文
書
、
お
よ
び
関
係
す
る
文

書
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
た
。
文
書
の
所
在
等
に
つ
い
て
は
、
先

行
目
録
の
当
該
文
書
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
千
部
法
華
経
校
帳
〕
…
天
平
二
十
年
〜
天
平
勝
宝
三
年
、
千
部
法
華
経
校

帳
（〔
野
尻
目
録
〇
二
三
〕）

〔
写
経
料
紙
筆
墨
充
帳
〕
…
天
平
二
十
年
〜
天
平
勝
宝
三
年
、
写
経
料
紙
筆

墨
充
帳
（〔
野
尻
目
録
〇
八
一
〕）

三

写
経
事
業
の
概
観

１

天
平
勝
宝
元
年
以
前
か
ら
の
継
続
事
業

光
明
皇
后
発
願
の
五
月
一
日
経
の
書
写
は
、
天
平
十
五
年
の
方
針
転
換
に
よ
っ

て
、
開
元
釈
経
録
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
章
疏
な
ど
も
書
写
対
象
に
加
え
る
も
の

と
な
っ
た
。
方
針
転
換
後
の
写
経
は
、
そ
の
底
本
の
入
手
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を

主
原
因
と
し
て
な
か
な
か
進
ま
ず
、
写
経
の
規
模
自
体
は
さ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
短
い
中
断
を
経
て
勝
宝
二
年
七
月
よ
り
本
格
的
に
再
開
さ

れ
た
﹇
皆
川
一
九
六
二
﹈﹇
山
下
一
九
九
九
﹈。
し
か
し
実
際
に
は
底
本
の
入
手
の

容
易
な
も
の
は
こ
れ
以
前
に
ほ
と
ん
ど
書
写
し
終
え
て
お
り
、
未
写
の
底
本
の
借

り
出
し
が
で
き
次
第
書
写
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

勝
宝
二
年
に
お
け
る
五
月
一
日
経
の
書
写
状
況
が
う
か
が
え
る
文
書
と
し
て
、

ま
ず
〔
四
六
〕
が
あ
げ
ら
れ
る
。
七
月
一
日
か
ら
五
月
一
日
経
書
写
再
開
に
あ

た
っ
て
新
た
に
経
師
へ
の
紙
筆
墨
の
充
当
帳
簿
が
作
成
さ
れ
た
。〔
四
六
〕
に
は

勝
宝
二
年
の
記
載
は
わ
ず
か
し
か
見
え
な
い
が
、
食
口
案
〔
〇
九
〕
に
よ
る
と
七
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月
に
は
延
べ
二
〇
一
人
も
の
人
員
が
常
疏
（
五
月
一
日
経
）
書
写
に
投
入
さ
れ
た
。

以
降
小
規
模
で
あ
る
が
書
写
は
継
続
さ
れ
、
十
二
月
に
は
間
写
と
一
緒
に
常
疏
二

〇
六
巻
分
の
布
施
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
八
三
〕。

一
方
底
本
の
探
索
に
関
し
て
も
書
写
再
開
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
史
料
に
現
れ
て

く
る
。
六
月
十
七
日
、
起
信
論
元
�
師
疏
の
借
用
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
三

八
〕。
こ
れ
は
七
月
一
日
か
ら
の
五
月
一
日
経
書
写
再
開
に
備
え
て
の
申
請
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
十
一
月
に
は
平
摂
大
徳
に
疏
二
六
七
巻
の
借
用
を
申
請
し
て
お

り
〔
七
九
〕、
積
極
的
に
底
本
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

間
写
経
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
天
平
二
十
年
に
始
ま
っ
た
千
部
法
華
経
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
は
勝
宝
二
年
の
写
経
事
業
の
中
心
で
あ
っ
た
〔
〇
九
〕。
校
正
〔
〇

三
〕〔
三
二
〕
や
充
紙
〔
三
六
〕
の
様
子
が
確
認
で
き
、
年
三
回
に
分
け
て
の
布

施
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
二
五
〕。
一
方
で
書
写
の
終
わ
っ
た
分
の
貸
出
も
行

わ
れ
た
〔
一
一
〕。

勝
宝
元
年
に
開
始
さ
れ
た
大
般
若
経
は
、
勝
宝
二
年
に
な
っ
て
本
格
的
に
進
め

ら
れ
た
よ
う
で
、
多
く
の
関
連
文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
写
経
の
様
相
が
知

ら
れ
る
。
二
月
か
ら
書
写
が
開
始
さ
れ
、
五
月
末
ま
で
継
続
し
て
進
め
ら
れ
た

〔
〇
四
〜
〇
六
〕。
六
月
に
は
布
施
申
請
が
な
さ
れ
〔
四
二
〜
四
五
〕、
十
月
に
は

写
経
に
使
用
し
た
用
度
物
の
決
算
報
告
が
な
さ
れ
た
〔
七
五
〕。
な
お
詳
細
は

﹇
岩
宮
二
〇
〇
三
﹈
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

ま
た
勝
宝
元
年
に
始
め
ら
れ
た
瑜
伽
論
の
書
写
は
、
小
規
模
な
が
ら
断
続
的
に

進
め
ら
れ
て
い
る
〔
〇
九
〕。

２

勝
宝
二
年
開
始
の
写
経

勝
宝
二
年
に
開
始
さ
れ
た
写
経
事
業
と
し
て
は
、
ま
ず
海
龍
王
経
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
三
月
に
市
原
王
の
宣
に
よ
り
開
始
さ
れ
、
ほ
ぼ
三
月
中
に
書
写
は
終

了
し
〔
一
〇
〕、
八
月
に
布
施
申
請
が
な
さ
れ
た
〔
五
六
〕。

続
い
て
三
月
末
に
は
御
願
に
よ
る
八
十
華
厳
経
書
写
も
開
始
さ
れ
た
〔
一
二
〕。

五
月
ま
で
写
経
は
続
き
、
九
月
に
装
�
に
よ
っ
て
表
紙
を
着
け
る
作
業
が
行
わ
れ

た
〔
〇
九
〕。

四
月
に
は
大
量
の
人
員
を
投
入
し
て
の
仁
王
経
疏
書
写
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
事

業
は
五
月
に
内
裏
で
行
わ
れ
る
孝
謙
天
皇
即
位
に
伴
う
一
代
一
講
の
仁
王
会

（『
続
日
本
紀
』
勝
宝
二
年
五
月
乙
未
条
）
に
新
写
の
仁
王
経
疏
を
使
用
す
る
た
め

に
急
ピ
ッ
チ
で
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
四
月
二
日
に
本
経
の
請
求
・
継
打
界
が

〔
一
四
〜
一
六
〕、
翌
三
日
か
ら
は
経
師
へ
の
充
紙
〔
一
七
〕〔
一
八
〕
が
始
ま
っ

て
、
書
写
は
四
月
中
に
完
了
し
た
よ
う
で
あ
る
〔
一
九
〕〔
二
〇
〕。

五
月
か
ら
は
百
部
法
華
経
の
書
写
が
開
始
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
用
度
物
申

請
の
文
書
〔
四
三
―
〇
一
〕〔
四
七
〕
や
、
断
片
的
な
手
実
〔
四
九
〕
し
か
残
っ

て
お
ら
ず
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
同
じ
く
五
月
に
は
心
経
と
薬
師
経
の
書
写
が
開

始
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
〔
三
一
〕〔
三
五
〕。

六
月
に
は
寿
量
品
四
千
巻
の
書
写
が
開
始
さ
れ
た
。
主
に
六
月
か
ら
九
月
は
一

品
一
巻
の
小
巻
の
書
写
〔
四
〇
〕、
九
月
か
ら
勝
宝
三
年
六
月
に
か
け
て
三
品
一

巻
の
三
巻
複
の
書
写
〔
七
二
〕
が
行
わ
れ
た
﹇
大
隅
一
九
九
九
﹈。

七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
は
阿
含
経
も
書
写
さ
れ
〔
〇
九
〕、
八
月
二
十
日
に

布
施
申
請
が
な
さ
れ
た
〔
五
九
〜
六
一
〕。

ま
た
弥
勒
経
・
阿
弥
陀
経
・
寿
延
経
計
五
巻
の
用
度
物
に
関
す
る
文
書
が
残
さ

れ
て
い
る
〔
七
八
〕
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
本
年
に
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
他
に
〔
九
七
〕
か
ら
は
十
一
面
経
十
一
巻
・
薬
師
経
十
巻
・
無
量
義
経
百

巻
な
ど
の
書
写
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
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ち
な
み
に
最
勝
王
経
・
大
般
若
理
趣
分
・
金
剛
三
昧
本
性
清
浄
不
壊
不
滅
経
に

つ
い
て
は
、
八
月
十
五
日
に
新
家
弟
山
宣
に
よ
り
写
経
が
命
じ
ら
れ
〔
〇
一
―
〇

二
〕、
用
度
物
申
請
が
お
こ
な
わ
れ
た
〔
六
五
〕
が
、
実
際
に
は
翌
年
正
月
に
書

写
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
勝
宝
二
年
は
間
写
経
を
中
心
に
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
と
本
年
開

始
の
写
経
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。〔
〇
九
〕
の
食
口
案
に
よ
る
と
食
口
数
は
二
千

を
超
え
る
月
も
珍
し
く
な
く
、
こ
れ
は
他
の
年
に
比
べ
て
隔
絶
に
多
い
数
字
で
あ

る
﹇
西
一
九
九
六
﹈。
さ
ら
に
七
月
に
は
五
月
一
日
経
が
再
開
さ
れ
る
な
ど
、
常

疏
・
間
写
と
も
に
活
発
な
書
写
活
動
が
行
わ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。

四

個
別
文
書
の
検
討

〔
〇
一
〕
造
東
大
寺
司
と
写
書
所
か
ら
発
信
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
の
案
文
群

で
あ
る
。
基
本
的
に
右
か
ら
左
に
日
付
順
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
が
、〔
―

〇
四
〕
は
〔
八
三
〕
の
冒
頭
と
同
文
で
あ
り
、
勝
宝
二
年
末
の
文
書
で
あ
る
。

九
九
紙
目
と
九
七
紙
目
は
長
さ
の
短
い
白
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
九
八
紙
目

の
〔
―
〇
四
〕
は
継
文
で
は
な
く
単
独
で
存
在
し
た
と
思
わ
れ
、
お
そ
ら
く

二
次
文
書
の
食
口
案
作
成
時
に
差
し
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。〔
―
〇
八
〕

は
八
十
華
厳
経
書
写
に
使
用
し
た
料
紙
と
顔
料
の
使
用
量
と
残
量
を
報
告
し

た
文
書
。
八
十
華
厳
経
は
勝
宝
二
年
三
月
か
ら
書
写
が
行
わ
れ
、
九
月
に
は

表
紙
を
着
け
て
作
業
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
〔
〇
九
〕〔
一
二
〕
が
、
最
終
決
算

的
な
事
務
処
理
は
翌
三
年
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
造
東
大
寺

司
次
官
佐
伯
今
毛
人
に
よ
る
検
納
を
示
す
追
記
が
あ
る
。〔
―
一
〇
〕
は
寿

量
品
用
の
軸
と
緒
、
金
字
華
厳
経
用
の
緒
の
請
求
文
書
。
年
が
書
か
れ
て
い

な
い
が
両
者
の
書
写
進
行
状
況
か
ら
勝
宝
三
年
の
文
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。〔
―
一
〇
―
一
〕（
十
月
十
八
日
）
と
〔
―
一
〇
―
二
〕（
十
月
十
九

日
）
は
一
紙
に
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
内
容
も
簡
略
で
解
の
文
書
形
式
を

と
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
正
文
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
案
で
は
な
い
。

末
尾
の
「
以
前
並
判
次
官
并
上
毛
野
判
官
」
と
い
う
記
載
か
ら
、
基
と
な
る

二
通
の
解
文
は
造
東
大
寺
司
に
お
い
て
次
官
（
佐
伯
今
毛
人
）
と
判
官
（
上

毛
野
真
人
）
に
よ
っ
て
判
許
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
判
許
を
受

け
た
後
、
二
通
の
解
文
を
判
許
も
含
め
て
取
意
文
に
し
て
、
ま
と
め
て
一
紙

に
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
〇
二
〕
銭
を
供
出
し
た
人
物
の
歴
名
で
、
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
者
も
確
認
さ

れ
る
。「
正
月
廿
三
日
」
と
だ
け
あ
り
年
が
な
い
が
、『
大
日
古
』
が
〔
七

七
〕
に
よ
り
勝
宝
二
年
に
収
載
し
て
い
る
。

〔
〇
三
〕﹇
栄
原
二
〇
〇
五
﹈
に
よ
る
と
、〔
千
部
法
華
経
校
帳
〕
の
勝
宝
二
年
五

月
に
校
正
作
業
を
集
計
し
た
記
録
と
内
容
的
に
重
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ

れ
は
百
部
を
超
え
る
よ
う
な
大
部
数
を
対
象
と
す
る
二
次
集
計
で
、
そ
の
基

礎
と
な
る
十
部
や
二
十
部
程
度
の
一
次
集
計
が
事
前
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
記
録
し
た
の
が
〔
〇
三
〕
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

〔
〇
七
〕〔
〇
八
〕
大
般
若
経
書
写
の
校
正
記
録
。﹇
岩
宮
二
〇
〇
三
﹈
に
よ
る
と
、

〔
〇
七
〕
は
校
正
作
業
の
進
行
と
と
も
に
順
次
記
さ
れ
た
帳
簿
で
あ
り
、〔
〇

八
〕
は
校
正
作
業
の
終
了
後
に
〔
〇
七
〕
を
も
と
に
布
施
支
給
の
た
め
の
校

紙
計
算
を
行
う
目
的
で
作
成
さ
れ
た
。

〔
〇
九
〕
勝
宝
二
年
に
お
け
る
書
写
事
業
の
食
料
支
給
と
返
上
飯
の
記
録
。
正
月

か
ら
十
一
月
ま
で
記
載
が
あ
り
、
十
二
月
分
は
な
い
。
解
の
形
を
と
ら
な
い

も
の
が
多
い
。〔
―
〇
四
〕
食
口
案
の
七
月
分
の
日
付
（
八
月
一
日
）
は
、

紙
背
文
書
の
日
付
（
八
月
五
日
）
よ
り
早
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
お
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そ
ら
く
食
口
案
が
八
月
五
日
以
降
に
、
一
日
付
で
書
か
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う

﹇
西
一
九
九
六
﹈。

〔
一
〇
〕
装
�
に
よ
る
造
紙
・
経
師
へ
の
紙
筆
充
当
・
布
施
支
給
な
ど
写
経
事
業

全
体
に
関
わ
る
記
録
が
一
つ
の
帳
簿
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
「
依

長
官
宮
宣
所
写
／
勝
宝
二
年
三
月
十
日
十
部
卅
巻
」
と
あ
り
、〔
一
三
〕
の

目
録
か
ら
海
龍
王
経
の
書
写
と
判
明
す
る
。
千
部
法
華
経
書
写
用
紙
を
転
用

し
て
い
る
と
の
記
述
も
あ
る
。
紙
背
に
表
の
帳
簿
記
載
が
続
い
て
い
る
。

〔
一
一
〕
端
裏
書
の
「
千
部
用
」
と
「
仁
王
疏
反
上
」
と
は
異
筆
で
あ
る
。
後
者

に
つ
い
て
﹇
栄
原
二
〇
〇
五
﹈
は
意
味
不
明
と
す
る
が
、
仁
王
疏
の
返
上
に

際
し
て
包
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
た
際
の
記
載
で
あ
ろ
う
か
。

〔
一
二
〕
八
十
華
厳
経
に
関
す
る
文
書
は
本
文
書
と
〔
〇
一
―
〇
八
〕
の
み
で
あ

る
。
書
写
を
担
当
し
た
人
物
の
横
に
位
階
が
記
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
な

帳
簿
。
紙
背
の
「
九
月
二
十
日
自
政
所
受
表
紙
」
は
、〔
〇
九
〕
の
食
口
案

の
九
月
の
装
�
の
項
に
「
一
人
着
花
厳
表
紙
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
勝
宝
二

年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
一
三
〕
本
文
書
は
既
に
﹇
野
尻
二
〇
〇
二
﹈
に
お
い
て
〔
一
一
二
〕
と
し
て
採

録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
年
三
月
一
日
以
降
の
作
成
に
か
か
る
文
書
の
た
め
、

本
目
録
に
も
再
掲
し
た
。

〔
一
五
〕
ま
ず
〔
―
〇
一
〕
と
〔
―
〇
二
〕
の
関
係
で
あ
る
が
、
開
始
の
日
付
か

ら
推
測
す
る
に
、〔
―
〇
二
〕
は
継
打
界
の
記
録
で
あ
る
〔
―
〇
一
〕
と
同

時
並
行
で
作
成
さ
れ
た
筆
墨
等
の
受
納
記
録
で
あ
る
。〔
―
〇
一
〕
の
末
尾

に
は
大
き
な
余
白
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
状
は
両
者
つ
な
が
っ
て
い
て
未
修

目
録
に
も
三
枚
と
あ
る
が
、
元
々
は
別
個
の
文
書
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
記
載

が
終
了
し
た
段
階
で
貼
り
継
が
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
状
態
の

〔
―
〇
一
〕〔
―
〇
二
〕
を
基
に
作
成
さ
れ
た
の
が
〔
―
〇
三
〕
で
あ
る
。
両

者
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
記
載
が
一
致
す
る
部
分
が
多
い
が
、〔
―
〇
三
〕

に
は
勾
点
が
多
く
付
さ
れ
て
い
る
点
、
四
月
二
十
三
日
以
降
の
記
載
が
見
ら

れ
る
点
で
〔
―
〇
一
〕〔
―
〇
二
〕
と
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、〔
―
〇

三
〕
は
〔
―
〇
一
〕〔
―
〇
二
〕
を
基
に
四
月
二
十
三
日
以
降
に
作
成
・
使

用
さ
れ
た
、
全
体
の
進
行
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
帳
簿
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

〔
一
六
〕〔
一
五
〕
と
同
様
の
帳
簿
で
あ
る
が
、
記
載
は
四
月
九
日
で
終
わ
っ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
本
文
書
は
最
初
か
ら
二
紙
が
つ
な
が
っ
た
状
態
で
、
一
紙
目

に
料
紙
の
継
打
界
、
二
紙
目
に
筆
墨
受
納
の
記
録
を
書
き
込
ん
で
い
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
一
紙
目
に
書
く
べ
き
記
録
が
多
く
な
っ
て
一
紙
に
書

き
き
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
本
文
書
は
使
用
を
止
め
ら
れ
、
新
た
な
帳
簿
と

し
て
〔
一
五
〕
が
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
一
七
〕
題
籤
に
は
「
充
仁
王
経
疏
紙
筆
墨
帳
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
紙
の
み
の

充
当
帳
簿
で
あ
る
。

〔
二
〇
〕〔
一
九
〕
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
が
、
経
師
の
順
番
が
多
少
入
れ
替
わ
っ

て
い
た
り
、〔
一
九
〕
に
は
見
え
な
い
経
師
の
記
載
が
あ
っ
た
り
と
い
っ
た

違
い
が
あ
る
。〔
一
九
〕
の
端
裏
書
に
は
「
古
案
」
と
あ
る
の
で
、
本
文
書

は
多
少
の
訂
正
の
た
め
に
新
た
に
作
成
し
た
帳
簿
な
の
で
あ
ろ
う
。

〔
二
一
〕
紙
の
右
端
に
一
行
だ
け
記
載
が
あ
り
、
長
大
な
余
白
と
な
っ
て
い
る
。

何
ら
か
の
帳
簿
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
か
。

〔
二
四
〕『
大
日
古
』
は
封
紙
と
す
る
が
、
仁
王
経
疏
書
写
の
際
に
使
用
し
た
公
文

を
保
管
す
る
た
め
の
包
紙
と
思
わ
れ
る
。

〔
二
五
〕
千
部
法
華
経
の
勝
宝
二
年
分
の
布
施
申
請
解
案
三
通
か
ら
な
る
。〔
―
〇

一
〕
は
続
修
別
集
第
二
二
巻
の
二
〜
七
紙
か
ら
な
り
、
二
紙
目
と
三
〜
七
紙

目
は
書
風
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
二
紙
目
は
差
し
替
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
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る
。
本
解
案
群
全
体
の
構
造
は
、
ま
ず
一
紙
目
は
表
紙
で
、
そ
の
端
裏
書
に

「
千
部
法
華
布
施
文
案
」
と
あ
り
、
つ
づ
け
て
〔
―
〇
一
〜
―
〇
三
〕
が
貼

り
継
が
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
勝
宝
二
年
の
事
務
処
理
作
業
に
お
い
て
、
勝
宝

二
年
分
の
布
施
申
請
解
案
三
通
を
貼
り
継
ぎ
、
右
端
に
表
紙
を
付
け
、
そ
の

表
紙
に
上
記
の
端
裏
書
を
書
い
て
一
巻
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
﹇
栄
原
二
〇
〇

五
﹈。
な
お
編
纂
所
目
録
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
三
通
の
文
書
は
も
と
か
ら
貼

り
継
が
れ
て
い
た
が
、
続
修
別
集
成
巻
に
あ
た
っ
て
継
ぎ
直
さ
れ
た
ら
し
い
。

〔
―
〇
二
〕
の
末
尾
に
は
布
施
班
給
に
伴
う
追
記
が
あ
る
。

〔
二
六
〕
三
通
の
出
挙
銭
解
と
一
通
の
利
息
記
載
の
な
い
借
銭
解
の
計
四
通
が
貼

り
継
が
れ
て
い
る
。
日
付
順
に
貼
り
継
が
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

は
写
書
所
に
提
出
さ
れ
て
す
ぐ
貼
り
継
が
れ
た
の
で
は
な
く
、
二
次
転
用
の

際
に
一
次
面
を
無
視
し
て
貼
り
継
が
れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

〔
二
七
〕
末
尾
に
「
帙
入
公
文
未
上
」
と
記
載
が
あ
る
。
本
文
書
は
包
紙
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
紙
を
転
用
し
た
も
の
か
。

〔
二
八
〕
造
東
大
寺
司
が
諸
官
司
・
諸
国
に
発
信
し
た
移
・
牒
案
の
継
文
﹇
山
口

一
九
九
九
﹈。〔
―
〇
三
〕
は
〔
―
〇
二
〕
の
余
白
に
続
け
て
書
か
れ
て
い
る
。

〔
―
〇
五
〕
は
後
欠
で
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、〔
―
〇
一
〜
―
〇
四
〕
が

右
か
ら
左
に
日
付
順
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
〔
―
〇
四
〕
以
降
に

作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

〔
二
九
〕
藍
薗
か
ら
物
資
を
進
上
す
る
際
に
付
さ
れ
た
送
り
状
の
継
文
﹇
山
口
一

九
九
九
﹈
で
あ
る
（
但
し
〔
―
〇
二
〕
と
〔
―
〇
七
〕
は
「
藍
薗
進
上
」
と

い
う
書
き
出
し
で
は
な
く
、
ま
た
〔
―
〇
二
〕
だ
け
進
上
責
任
者
が
他
と
異

な
る
）。
日
付
を
見
比
べ
る
と
、〔
―
〇
一
〕
だ
け
が
五
月
の
文
書
で
あ
り
、

六
月
の
文
書
は
〔
―
〇
四
〕
↓
〔
―
〇
三
〕
↓
〔
―
〇
二
〕、
七
月
の
文
書

は
〔
―
一
〇
〕
↓
〔
―
〇
九
〕
↓
〔
―
〇
八
〕
↓
〔
―
〇
七
〕
↓
〔
―
〇

六
〕
↓
〔
―
〇
五
〕
の
順
番
で
右
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文

書
集
合
は
ま
ず
月
ご
と
に
貼
り
継
が
れ
（
左
芯
の
月
次
継
文
が
作
成
さ
れ
た

か
）、
最
終
的
に
藍
薗
か
ら
の
進
上
文
書
と
し
て
ま
と
め
て
貼
り
継
が
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

〔
三
〇
〕〔
三
一
〕〔
三
一
〕
は
末
尾
に
「
五
月
廿
七
日
」
と
だ
け
あ
り
年
が
書
か

れ
て
い
な
い
が
、〔
三
五
〕
な
ど
か
ら
勝
宝
二
年
の
文
書
の
可
能
性
が
高
い
。

〔
三
〇
〕
は
文
書
の
年
代
を
確
定
す
る
記
載
が
な
い
が
、
紙
背
（
二
次
文

書
）
は
〔
三
〇
〕〔
三
一
〕
と
も
に
勝
宝
三
年
の
食
口
案
で
あ
る
こ
と
か
ら

そ
れ
以
前
の
文
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
〔
三
一
〕
の
紙
背

と
〔
三
〇
〕
の
紙
背
が
接
続
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
西
一
九
九

六
﹈
こ
と
か
ら
、〔
三
〇
〕
は
〔
三
一
〕
と
比
較
的
近
い
時
期
（
勝
宝
二
年

五
月
頃
ヵ
）
に
作
成
さ
れ
、
不
要
に
な
っ
て
か
ら
も
近
い
場
所
に
保
管
さ
れ

て
、
勝
宝
三
年
に
至
っ
て
同
じ
食
口
案
に
二
次
利
用
さ
れ
た
（〔
三
〇
〕
は

天
地
逆
に
し
て
）
と
推
測
さ
れ
る
。

〔
三
二
〕
千
部
法
華
経
の
校
正
作
業
に
関
わ
る
記
録
。「
六
月
二
日
」
と
だ
け
あ
り

年
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、﹇
栄
原
二
〇
〇
五
﹈
に
よ
る
と
勝
宝
二
年
の
文

書
で
あ
る
。
栄
原
氏
に
よ
る
と
〔
〇
三
〕
と
同
様
の
文
書
で
あ
る
が
、〔
〇

三
〕
と
は
性
格
の
異
な
る
も
の
で
、〔
千
部
法
華
経
校
帳
〕
に
は
収
録
さ
れ

な
か
っ
た
ら
し
い
。
裏
奥
に
あ
る
天
地
逆
の
記
載
は
こ
の
紙
が
以
前
に
経
典

の
包
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
際
の
も
の
か
。

〔
三
六
〕
秦
角
万
呂
に
対
す
る
千
部
法
華
経
用
紙
筆
墨
の
充
当
記
録
。〔
写
経
料
紙

筆
墨
充
帳
〕
の
一
葉
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹇
栄
原
二
〇
〇
五
﹈。

〔
三
八
〕
起
信
論
元
�
師
疏
一
部
の
借
用
申
請
。
七
月
一
日
か
ら
の
五
月
一
日
経

書
写
再
開
に
備
え
て
の
申
請
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
四
一
〕
寿
量
品
書
写
に
伴
う
経
師
ご
と
の
充
紙
帳
簿
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
記
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付
箋

（
表
）

子
番
号

紙

子
番
号

（
裏
）

付
箋

﹇
一
ノ
十
五
﹈﹇
四
﹈

〔宝字０４〕

５

〔－０１〕

﹇
卅
二
ノ
十
五
﹈

〔宝字０３〕

４

〔－０２〕

﹇
三
﹈

３

〔－０３〕

﹇
廿
四
帙
十
一
巻
﹈

﹇
一
ノ
十
五
﹈

〔宝字０２〕

２

〔－０４〕

﹇
�
二
ノ
四
﹈

〔宝字０１〕

１

載
さ
れ
ず
使
用
が
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
未
詳
だ
が
、
実
際
活
用

さ
れ
た
寿
量
品
の
帳
簿
は
四
巻
複
〔
四
〇
〕
と
三
巻
複
〔
七
二
〕
に
分
け
て

上
紙
帳
を
作
成
し
て
お
り
、
案
主
側
の
事
務
処
理
方
式
に
変
更
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
本
文
書
に
は
六
月
廿
一
日
に
阿
倍
判
官
の
宣
に
よ

り
写
す
と
あ
る
が
、
実
際
に
は
六
月
二
十
日
か
ら
書
写
は
開
始
さ
れ
た
。

〔
四
二
〜
四
五
〕〔
四
三
―
〇
一
〕
を
除
き
、
勝
宝
二
年
六
月
付
の
大
般
若
経
の
布

施
申
請
解
案
四
通
で
あ
る
。﹇
岩
宮
二
〇
〇
三
﹈
に
よ
る
と
、
四
通
は
〔
四

二
〕
↓
〔
四
三
―
〇
二
〕
の
本
文
↓
〔
四
四
〕
↓
〔
四
三
―
〇
二
〕
の
追
記

↓
〔
四
五
〕
の
順
番
で
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
四
通
の
詳
し
い
作
成
過
程
は

﹇
岩
宮
二
〇
〇
三
﹈
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
一
点
だ
け
補
足
し
た

い
。〔
四
五
〕
の
紙
背
は
〔
五
八
〕〔
四
四
〕
で
あ
る
が
、〔
五
八
〕
は
八
月

十
日
の
文
書
で
〔
四
五
〕
よ
り
後
の
日
付
と
な
る
。
こ
れ
は
〔
四
五
〕
が
一

旦
作
成
さ
れ
た
後
、〔
五
八
〕
に
あ
た
る
一
四
紙
目
（
書
写
全
体
の
用
紙
量

や
布
施
額
の
記
載
）
を
差
し
替
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、〔
四
三
―
〇
一
〕
は
百
部
法
華
経
の
用
度
物
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
が

年
月
日
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
大
日
古
』
で
は
勝
宝
六
年
七
月
三
十
日
に

類
収
さ
れ
て
い
る
。〔
四
三
〕
は
未
修
目
録
で
は
一
巻
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
早
い
段
階
か
ら
〔
―
〇
一
〕
と
〔
―
〇
二
〕
は
貼
り
継
が
れ
て
お
り
、

両
者
は
比
較
的
近
い
時
期
の
文
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
〔
―
〇

一
〕
は
勝
宝
二
年
の
百
部
法
華
経
書
写
に
か
か
わ
る
文
書
で
あ
り
、〔
四

七
〕
と
の
比
較
か
ら
〔
四
七
〕
以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

〔
四
六
〕
七
月
一
日
か
ら
五
月
一
日
経
（
常
疏
）
書
写
が
再
開
さ
れ
る
の
に
あ
わ

せ
て
新
た
に
作
成
さ
れ
た
紙
筆
墨
の
充
当
帳
簿
﹇
山
下
一
九
九
九
﹈。
一
紙

目
は
紙
背
に
表
の
帳
簿
記
載
が
続
い
て
い
る
。
十
九
紙
目
に
は
鬼
室
小
東
人

の
項
に
「
鬼
室
」
の
付
箋
が
付
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
全
員
の
項
に
同
様

の
付
箋
が
付
さ
れ
、
帳
簿
利
用
の
便
が
図
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

〔
四
九
〕
装
�
手
実
群
。
付
箋
の
情
報
か
ら
〔
―
〇
四
〜
―
〇
六
〕
は
継
文
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。〔
―
〇
一
〕
の
十
六
紙
目
に
は
天
地
逆
に
千
部
法
華

経
の
校
正
の
記
録
が
あ
る
。〔
―
〇
三
〕〔
―
〇
六
〕
は
他
人
の
装
�
に
つ
い

て
も
一
緒
に
報
告
し
て
い
る
。〔
―
〇
四
〜
―
〇
六
〕
の
余
白
に
は
布
施
計

算
に
関
す
る
追
記
が
あ
る
。

〔
五
二
〕
現
状
の
裏
が
勝
宝
二
年
の
浄
清
所
解
、
表
が
宝
字
二
年
の
自
宮
来
雑
物

継
文
で
あ
る
。
紙
数
と
各
文
書
の
付
箋
の
状
態
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

﹇
鬼
頭
一
九
七
四
﹈﹇
松
原
二
〇
〇
〇
﹈
に
よ
る
と
、〔
―
〇
一
〜
―
〇

四
〕
は
浄
清
所
が
紫
微
中
台
に
提
出
し
た
解
の
正
文
で
あ
り
、
紫
微
中
台
で

の
機
能
終
了
後
造
東
大
寺
司
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
造
東
大
寺
司
で
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浄
衣
等
の
進
送
文
書
で
あ
る
〔
宝
字
〇
一
〜
〇
四
〕
を
写
す
際
に
貼
り
継
が

れ
、
継
文
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
各
紙
に
付
さ
れ
た
付
箋
に
注
目
し

て
み
る
と
、
未
修
目
録
と
う
ま
く
対
応
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
一
紙
目
の

「
�
二
ノ
四
」
は
未
修
目
録
１０４２
「
自
宮
来
雑
物
継
文
」「
一
巻
四
枚
」、
四
紙

目
の
「
卅
二
ノ
十
五
」
は
未
修
目
録
８４９
「
新
米
一
斗
七
月
廿
六
日
」「
一

枚
」
に
対
応
す
る
。
つ
ま
り
続
々
修
成
巻
時
に
は
四
紙
目
は
継
文
で
は
な
く

単
独
で
存
在
し
、
ま
た
一
紙
目
は
四
紙
か
ら
な
る
継
文
を
構
成
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
続
々
修
成
巻
時
の
貼
り
継
ぎ
順
を
示
す
「
三
」

「
四
」
と
い
う
付
箋
が
五
紙
中
二
紙
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
れ
ら

が
続
々
修
成
巻
時
に
同
一
集
合
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
示

唆
す
る
。
で
は
一
紙
目
か
ら
四
紙
目
ま
で
が
継
文
で
白
紙
を
挟
ん
だ
五
紙
目

が
単
独
で
存
在
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
四
紙
目
の
付
箋
を
見
る
限
り
そ
の

可
能
性
は
低
く
、
一
紙
目
に
は
現
状
と
は
全
く
別
の
紙
が
貼
り
継
が
れ
て

「
一
巻
四
枚
」
を
構
成
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
構

造
の
た
め
断
案
は
提
示
し
難
く
、
本
稿
で
は
、
付
箋
の
情
報
を
参
考
に
す
る

と
こ
れ
ら
五
紙
が
奈
良
時
代
か
ら
の
状
態
を
保
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
点

を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。

〔
五
四
〕〔
二
二
〕
と
同
様
の
一
切
経
の
目
録
で
あ
る
が
、
本
文
書
に
は
〔
二
二
〕

に
は
見
え
な
い
経
典
が
見
え
る
。
両
者
を
比
べ
る
と
、
本
文
書
と
〔
二
二
〕

に
共
通
す
る
経
典
に
関
し
て
は
本
文
書
に
お
い
て
勾
点
は
な
く
、
逆
に
〔
二

二
〕
に
は
見
え
な
い
経
典
は
す
べ
て
本
文
書
に
お
い
て
勾
点
が
付
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
本
文
書
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
済
の
経
典
を
除
い
て
新
た
に
目
録
化

し
た
の
が
〔
二
二
〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
端
裏
書
に
も
「
一
切
経
散
帳

案
」
と
あ
る
）。
た
だ
し
本
文
書
は
〔
二
二
〕
を
も
と
に
作
成
さ
れ
、
い
く

つ
か
の
経
典
に
関
す
る
記
載
を
増
補
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
な

お
紙
背
の
二
次
利
用
に
関
し
て
は
、〔
二
二
〕
と
本
文
書
は
と
も
に
一
切
経

書
写
に
使
用
し
た
料
紙
の
量
を
報
告
す
る
写
書
所
解
案
で
あ
る
（
日
付
は
異

な
る
）。

〔
五
五
〕
山
口
新
家
に
よ
る
浄
衣
二
十
セ
ッ
ト
の
進
上
文
書
。
山
口
新
家
な
る
人

物
は
ほ
か
に
み
え
な
い
。
余
白
に
二
四
人
の
名
前
と
「
未
充
」
三
一
人
の
名

前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

〔
五
七
〕
集
成
解
説
に
よ
る
と
、
縦
方
向
の
折
れ
筋
が
あ
り
、
左
端
よ
り
少
し
ず

つ
広
く
な
っ
て
い
て
、
折
り
た
た
み
痕
か
と
さ
れ
て
い
る
。
書
体
も
丁
寧
な

楷
書
で
あ
り
、
日
下
に
は
造
東
大
寺
司
主
典
の
自
署
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
は
正
文
で
あ
ろ
う
。
本
文
書
は
造
東
大
寺
司
か
ら
北
大
臣
家
に
折

り
た
た
ま
れ
て
移
動
し
、
そ
の
後
造
東
大
寺
司
に
返
却
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

〔
五
九
〜
六
一
〕
い
ず
れ
も
阿
含
経
書
写
に
対
す
る
布
施
申
請
に
関
す
る
文
書
で
、

〔
六
〇
〕
は
〔
五
九
〕
の
草
案
で
あ
ろ
う
。〔
六
一
〕
は
〔
〇
九
〕
の
紙
背

（
天
平
十
八
年
三
月
具
注
暦
の
下
方
）
に
メ
モ
書
の
よ
う
な
形
で
使
用
し
た

料
紙
量
と
布
施
量
が
記
さ
れ
て
お
り
、〔
五
九
〕〔
六
〇
〕
の
作
成
に
際
し
て

お
こ
な
っ
た
布
施
計
算
の
メ
モ
で
あ
ろ
う
。

〔
六
三
〕
右
端
天
地
逆
に
「
佐
保
法
花
百
部
料
紙
八
巻
」
と
あ
り
、
本
文
書
が
書

か
れ
る
前
に
、
こ
の
紙
は
料
紙
の
包
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
か
。

〔
六
四
〕
勝
宝
二
年
八
月
か
ら
三
年
七
月
に
か
け
て
の
経
師
等
の
上
日
数
を
記
し

た
帳
簿
。
杖
部
造
子
虫
（
四
紙
目
）
と
忍
坂
忌
寸
友
依
（
十
六
紙
目
）
の
上

日
記
録
が
『
大
日
古
』
に
未
収
で
あ
る
﹇
中
村
一
九
八
四
﹈。
本
帳
簿
の
詳

し
い
製
作
過
程
に
つ
い
て
は
﹇
栄
原
一
九
九
四
﹈
参
照
。

〔
六
六
〕〔
六
八
〕
解
の
前
半
部
分
の
〔
六
六
―
〇
一
〕
と
後
半
部
分
の
〔
六
六
―

〇
二
〕
合
わ
せ
て
一
文
書
で
、〔
六
八
〕
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
布
施
申
請
解
で

あ
る
。〔
六
六
―
〇
一
〕
と
〔
六
六
―
〇
二
〕
は
直
接
は
つ
な
が
ら
ず
中
間
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欠
で
あ
る
が
、〔
六
八
〕
と
の
比
較
に
よ
り
、
そ
の
欠
失
が
四
行
分
に
相
当

す
る
こ
と
が
わ
か
る
。〔
六
八
〕
に
は
経
師
ら
の
名
前
の
上
に
丸
印
が
付
さ

れ
て
お
り
、
布
施
支
給
台
帳
と
し
て
活
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
〔
六

六
―
〇
二
〕
と
〔
六
六
―
〇
三
〕
は
ツ
キ
合
せ
接
続
で
あ
る
。

〔
六
九
〕〔
六
六
―
〇
三
〕
の
冒
頭
二
行
と
同
文
で
あ
る
。
後
欠
で
あ
る
の
は
、
二

次
利
用
の
際
に
切
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
右
端
に
異
筆
で
「
合
拾
玖
玖

文
人
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
習
書
か
。

〔
七
〇
〕
現
状
〔
―
〇
一
〜
―
〇
三
〕
は
貼
り
継
が
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

異
な
る
付
箋
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
続
々
修
成
巻
前
は
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
四
紙
目
の
〔
―
〇
三
〕
が
未
修
目
録
に
は
二
枚
と
あ

る
の
は
空
紙
の
五
紙
目
も
含
め
て
数
え
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

〔
七
一
〕『
大
日
古
』
が
〔
七
〇
〕
の
あ
と
に
収
録
。〔
七
〇
〕
の
帳
簿
の
一
部
に

も
見
え
る
が
、
接
続
な
ど
詳
細
は
不
明
。「
三
年
五
月
十
三
日
」
と
あ
り
、

三
年
と
は
お
そ
ら
く
勝
宝
三
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

〔
七
二
〕
経
師
ご
と
に
書
写
完
了
し
た
巻
数
を
記
録
し
て
い
っ
た
帳
簿
。
文
書
内

に
経
典
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
巻
数
・
帳
数
な
ど
か
ら
寿
量
品
三
巻
複

の
書
写
に
か
か
る
帳
簿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
﹇
大
隅
一
九
九
九
﹈。
書
写

自
体
は
勝
宝
三
年
六
月
十
七
日
に
終
了
し
、
七
月
五
日
に
書
写
終
了
巻
数
九

八
七
巻
を
他
田
水
主
が
検
定
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
三
紙
目
紙
背
に

は
表
の
帳
簿
記
載
が
続
い
て
い
る
。

〔
七
三
〕〔
七
四
〕
い
ず
れ
も
年
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、『
大
日
古
』
が
勝
宝
二

年
に
類
収
し
て
い
る
の
で
便
宜
に
こ
こ
に
立
項
し
た
。

〔
七
七
〕
一
紙
目
〔
七
六
〕
は
ヨ
コ
九
・
五
㎝
で
、
上
下
を
斜
め
に
切
断
さ
れ
軸

付
さ
れ
て
い
る
。〔
七
六
〕
が
作
成
さ
れ
た
後
、
そ
の
紙
背
が
〔
七
七
〕
の

端
継
と
し
て
二
次
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
七
九
〕
現
状
は
二
断
簡
に
わ
か
れ
て
異
な
る
続
々
修
の
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

〔
―
〇
一
〕〔
―
〇
二
〕
は
直
接
は
接
続
せ
ず
、
中
間
に
欠
落
が
あ
る
。
二
次

文
書
は
勝
宝
三
年
二
月
と
四
月
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
次
文
書
の
機

能
終
了
後
、
勝
宝
三
年
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
三
分
割
さ
れ
て
二
次
利
用

に
供
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

〔
八
〇
〕
年
記
載
が
な
い
が
、『
大
日
古
』
は
〔
九
七
〕
に
よ
り
勝
宝
二
年
に
類
収

し
て
い
る
。
記
載
は
十
二
月
か
ら
二
月
に
わ
た
る
。
今
後
の
予
定
を
十
二
月

四
日
に
書
い
た
も
の
か
。

〔
八
一
〕〔
八
二
〕
両
者
は
い
わ
ゆ
る
九
〇
五
巻
経
書
写
に
伴
う
布
施
申
請
解
案
。

〔
八
二
〕
と
関
連
す
る
七
通
の
布
施
申
請
解
案
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
﹇
吉

永
二
〇
〇
九
﹈
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。〔
八
二
〕
は
冒
頭
の
総
巻
数

の
訂
正
状
況
か
ら
三
段
階
に
わ
た
っ
て
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
、
勝
宝
二
年
末
か
ら
三
年
二
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
布
施
申
請
解
作
成
の

基
本
と
な
る
文
書
で
あ
っ
た
。〔
八
一
〕
は
吉
永
氏
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

が
こ
れ
も
関
連
す
る
文
書
の
一
つ
で
あ
る
。
冒
頭
の
総
巻
数
の
訂
正
が
九
一

六
↓
九
一
七
と
い
う
一
度
の
み
で
あ
る
こ
と
、
末
尾
の
日
付
が
他
の
関
連
文

書
と
異
な
り
唯
一
勝
宝
二
年
十
二
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、〔
八
一
〕
は
〔
八

二
〕
よ
り
も
さ
ら
に
前
段
階
に
作
成
さ
れ
た
布
施
申
請
解
案
で
あ
ろ
う
。

〔
八
三
〕
未
修
目
録
に
七
枚
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
空
紙
の
七
紙
目
も
含
め
て
数
え

た
た
め
と
思
わ
れ
る
。〔
八
三
〕
の
冒
頭
と
〔
〇
一
―
〇
四
〕
は
同
文
。

〔
八
五
〕〔
八
六
〕
両
者
は
現
状
直
接
貼
り
継
が
れ
て
お
り
、『
大
日
古
』
は
〔
八

五
〕
と
〔
八
六
〕
を
一
括
し
て
立
項
し
て
い
る
が
、
両
者
は
筆
跡
が
同
一
で

は
な
く
、
機
能
も
異
な
る
の
で
別
個
の
文
書
と
し
て
扱
っ
た
。

〔
八
八
〕
梵
網
経
と
観
无
量
寿
経
書
写
に
必
要
な
紙
と
墨
の
量
に
つ
い
て
記
し
た

文
書
。
実
際
の
書
写
は
勝
宝
三
年
正
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
〔
九
七
〕。〔
八
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九
〕
の
文
書
内
容
の
一
部
が
記
さ
れ
て
お
り
、〔
八
九
〕
の
抜
書
も
し
く
は

草
案
と
思
わ
れ
る
。

〔
九
一
〕
布
施
申
請
解
案
の
一
部
と
思
わ
れ
る
が
い
ず
れ
の
写
経
事
業
に
関
す
る

も
の
か
不
明
。『
大
日
古
』
が
勝
宝
二
年
に
類
収
し
て
い
る
。〔
―
〇
一
〕
と

〔
―
〇
二
〕
は
中
間
欠
で
続
く
。

〔
九
二
〕
経
師
ら
の
見
仕
・
不
仕
の
記
録
。
紙
背
は
勝
宝
五
年
の
食
口
案
に
二
次

利
用
さ
れ
て
い
る
﹇
西
一
九
九
六
﹈。
現
状
七
紙
目
と
八
紙
目
は
貼
り
継
が

れ
て
い
る
が
、
西
氏
は
「
接
続
ヵ
」
と
す
る
。『
大
日
古
』
が
〔
六
四
〕
に

よ
り
勝
宝
二
年
八
月
に
類
収
し
て
い
る
の
で
便
宜
に
こ
こ
に
立
項
し
た
。

〔
九
三
〕〔
九
四
〕〔
九
四
〕
は
『
大
日
古
』
が
〔
九
三
〕
の
紙
背
と
し
て
い
る
が
、

実
際
に
は
現
状
右
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
三
十
五
紙
目
の
天
平
神
護
元
年
の

文
書
の
紙
背
で
あ
る
。
両
者
と
も
『
大
日
古
』
が
勝
宝
二
年
に
類
収
し
て
い

る
の
で
便
宜
に
こ
こ
に
立
項
し
た
。

〔
九
五
〕〔
九
六
〕
と
も
に
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
大
日
古
』
が
勝
宝

二
年
に
類
収
し
て
い
る
の
で
便
宜
に
こ
こ
に
立
項
し
た
。

〔
九
七
〕『
大
日
古
』
は
装
�
受
紙
墨
軸
等
帳
と
す
る
が
、
主
に
紙
を
中
心
と
し
た

物
資
の
受
納
帳
簿
で
あ
る
。
ま
た
『
大
日
古
』
は
勝
宝
二
年
二
月
二
八
日
の

文
書
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
が
、
天
平
十
九
年
か
ら
勝
宝
四
年
に
か
け
て
の

記
録
が
見
え
る
。
十
二
紙
・
二
十
紙
は
短
い
白
紙
で
、
二
六
紙
に
付
箋

（「
卅
七
ノ
十
七
」、
未
修
目
録
９６５
「
十
五
枚
」）
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
未
修
目

録
で
は
十
一
〜
二
七
紙
の
十
七
張
か
ら
白
紙
の
十
二
・
二
十
紙
を
除
い
た
十

五
張
と
数
え
た
と
思
わ
れ
る
。
十
四
紙
の
裏
に
浄
衣
料
の
記
録
と
と
も
に

「
楞
伽
鈔
二
巻
／
楞
加
�
二
巻
」（
未
収
）
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
二
二
紙
は

裏
に
も
帳
簿
記
載
が
続
い
て
い
る
。﹇
岩
宮
二
〇
〇
三
﹈
参
照
。

〔
九
八
〕
ま
だ
書
写
の
完
了
し
て
い
な
い
一
一
八
部
の
法
華
経
を
充
本
し
た
経
師

名
を
列
挙
し
た
も
の
。
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、﹇
栄
原
二
〇
〇
九
﹈
に

よ
る
と
勝
宝
三
年
四
月
十
日
〜
十
七
日
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〔
九
九
〕
現
状
の
表
面
が
本
文
書
、
裏
面
が
天
平
宝
字
二
年
の
文
書
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
表
面
の
本
文
書
は
宝
字
二
年
以
降
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、『
大
日

古
』
が
勝
宝
二
年
に
類
収
し
て
い
る
の
で
便
宜
に
こ
こ
に
立
項
し
た
。
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台
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。
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と
を
明
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て
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く
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作成／発信→受信 大 日 古 文書の所在 次 他の利用 備 考

各文書参照 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

造東大寺司（→？） 十一１３９～１４０ ZZ４０―１〈１０２〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１９４）

造東大寺司（→内裏） 十一４７５～４７６ ZZ４０―１〈１０１〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１９２

～１９３）

写書所（→造東大寺司） 十一５０５～５０６ ZZ４０―１〈１００〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１９２）

造東大寺司（→太政官ヵ） 十一４４８～４４９ ZZ４０―１〈９８〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１９１～

１９２）

後欠。

造東大寺司（→内裏ヵ） 十一５４８ ZZ４０―１〈９６〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１９０～

１９１）

写書所（→造東大寺司） 十一５５５～５５６ ZZ４０―１〈９５〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１８９～

１９０）

造東大寺司（→紫微中台） 十二５４８ ZZ４０―１〈９４〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１８９）

後欠。

写書所（→造東大寺司） 十二６～７ ZZ４０―１〈９３〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１８７～

１８８）

写書所（→造東大寺司） 十二１６２～１６３ ZZ４０―１〈９１～９２〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１８５～

１８７）

写書所（→造東大寺司） 各文書参照 ZZ４０―１〈９０〉裏 ― 各文書参照

写書所（→造東大寺司） 二十五４０ ZZ４０―１〈９０〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１８４

～１８５）

写書所（→造東大寺司） 二十五４０～４１ ZZ４０―１〈９０〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１８４

～１８５）

写書所（→造東大寺司） 十三３８ ZZ４０―１〈８９〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十一１８３～

１８４）

後欠。

写書所 二十五１ ZZ２６―１０〈２４〉 １ 付箋「廿九ノ十三」、未

修目録６８７「廿枚」。

写書所 十一１４０～１４２ ZZ３８―１〈６～９〉裏 １ 二次、〔０９―０５〕

写書所 十一１４４ ZZ４―５〈１〉 １ 往来軸「般若紙界上帳」

（表裏同文）。

写書所 十一１４５～１５０ ZZ４―３〈１～４〉 １ 往来軸「般若紙筆墨充

帳」（表裏同文）。

写書所 十一１５０～１５６ ZZ４―４〈１～４〉 １ 往来軸「般若本充帳」

（左軸、表裏同文）。
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文書番号 文 書 名 年 月 日 期間／作成 写経事業 文書機能

０１ 造東大寺司・写書所

解等案

勝宝２．１．２８ （～勝宝５．８ヵ） 各文書参照 各文書参照

―０１ 造東寺司奉請文案 勝宝２．１．２８ 作成 法華玄賛 経の返却・進送

―０２ 造東寺司奏案 勝宝３．２．７ 作成 間写 用度物の請求

―０３ 写書所残物等進送文

案

（勝宝３．４．４以降） 作成 私願経 用残物の進送

―０４ 造東寺司解案 （勝宝２．１２．２３ヵ） 作成 五月一日経・間写 布施の申請

―０５ 造東大寺司啓案 勝宝３．４．２１ 作成 間写 写経完了の報告

―０６ 写書所解案 勝宝３．５．２１ 作成 五月一日経 料紙の請求

―０７ 造東寺司牒案 （勝宝３．５．２１以降ヵ） 作成 五月一日経ヵ 使用した料紙の報告

―０８ 写書所解案 （勝宝３．６．９ヵ） 作成 八十華厳経 用残物の報告

―０９ 写書所解案 勝宝３．１０．６ 作成 千部法華経 使用した緒の報告

―１０ 写書所解案 （勝宝３．１０．１９以降） 作成 各文書参照 各文書参照

―１ 写書所解案 勝宝３．１０．１８ 作成 寿量品 緒と軸の請求

―２ 写書所解案 勝宝３．１０．１９ 作成 金字華厳経 緒の請求

―１１ 写書所解案 （勝宝５．８ヵ） 作成 ― 経堂修理の申請

０２ 出銭人交名 （勝宝２．１．２３ヵ） 作成 ― 銭供出の記録

０３ 千部法華経校紙検定

帳

勝宝２．２．２ ～勝宝２．２．２３ 千部法華経 校正の記録

０４ 大般若経紙界上帳 勝宝２．２．１５ ～勝宝２．３．１２ 大般若経 装�による上紙の記
録

０５ 大般若経紙筆墨充帳 勝宝２．２．１５ ～勝宝２．５．２７ 大般若経 紙筆墨の支給記録

０６ 大般若経本充帳 勝宝２．２．１５ ～勝宝２．５．２７ 大般若経 書写分担と用紙等の

記録
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写書所 十一４５８～４６０ ZZ４―２０〈１０～１１〉 １ 〈１０〉裏書（未収） 端裏書「校帳〈般若〉」。

写書所 十一４６０～４６２ ZZ４―２０〈９〉 １ 端裏書「校生遺用紙惣帳

〈依此帳散分耳〉／小乗雑

律第五帙〈十四巻〉（抹

消）」。付箋「第八帙八」、未

修目録１０１「一巻十三枚」。

写書所 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

写書所（→造東大寺司） 十一１７４～１７６＋

三３７８

Z１４�裏＋S８�裏 ２ 一次、天平十八年具注暦

（天平１８、二５７０～５７４）、

三次、〔６１〕

写書所（→造東大寺司） 十一２２７～２２９ ZZ３８―１〈３〉 １ 付箋「廿七ノ四」、未修

目録５４３「一枚」。

写書所 十一２２９～２３１ ZZ３８―１〈４〉 １

写書所 十一２３１～２３３ ZZ３８―１〈５〉 ２ 一次、〔５５〕 付箋「八帙十五巻」。

写書所 十一２３３～２３５ ZZ３８―１〈６～９〉 ２ 一次、〔０３〕 〈９〉付箋「八帙十五巻」。

〈９〉は空。

写書所 十一１７１～１７３ ZZ３４―５〈１〉 １ 往来軸（右軸、頭欠）。

造東大寺司（→岡本寺） 十一１７６～１７７ ZZ１６―３〈７〉 １ 裏書（筆墨を充当した経

師の歴名・詩抜書）

端裏書「千部用」「仁王疏

反上」。

写書所 十一１７８～１８０ ZZ６―２〈１〉 １ 裏書（写上巻数等の記録） 往来軸（右軸）「八十花厳

経帳」（表）「〈請表紙〉／八

十花厳経帳／〈請筆〉」（裏）。

写書所 十一１７０～１７１ ZZ１６―１〈４〉 ２ 一次、僧善珠状（天平１８、

九２６０～２６１）

写書所 十一１８０～１８１ ZZ９―４〈１〉 １ 往来軸「自處々請仁王疏

本」（右軸、表裏同文）。

付箋「八 十」、未修目録

１０３「一巻一枚」。

写書所 各文書参照 各文書参照 ―

写書所 十一１８１～１８４ ZZ９―１〈１～２〉 １ 端裏書「仁王疏／古案」。

往来軸「請仁王経疏紙筆

墨柚／緒并継打界帳」。

〈１〉付箋「卅七ノ十二」、

未修目録９６０「三枚」。

写書所 十一１８４～１８５ ZZ９―１〈３〉 １ 付箋「卅七ノ十二」、未

修目録９６０「三枚」。

写書所 十一１８５～１８９ ZZ９―１〈４～７〉 １ 〈４〉付箋「九ノ九」、未修目

録１１８「一巻四枚」。〈７〉は

空。

写書所 十一１８９～１９０ ZZ３２―５〈２６～２７〉 １ 〈２６〉付箋「廿ノ三」、未

修目録３３７「一枚」。

写書所 三３７８～３８８ ZK１５ １ 〈１〉裏書（写大般若経文

〔二十四１２０、天地逆〕）

往来軸「充仁王経疏紙筆

墨帳」。（左軸、表裏同文、

未収）。
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０７ 大般若経校帳 （勝宝２．２ヵ） （～勝宝２．５ヵ） 大般若経 校正の記録

０８ 大般若経校帳 （勝宝２．５ヵ） 作成 大般若経 校正の記録

０９ 写書所食口案 勝宝２．３．１ （～勝宝２．１１頃） 五月一日経・間写 食料支給と返上の記録

―０１ 写書所食口案 勝宝２．３．１ ～勝宝２．４．１ 五月一日経・間写 食料支給と返上の記録

―０２ 写書所食口案 勝宝２．５．１ ～勝宝２．６．１ 五月一日経・間写 食料支給と返上の記録

―０３ 写書所食口案 勝宝２．６．１ ～勝宝２．８．１ 五月一日経・間写 食料支給と返上の記録

―０４ 写書所食口案 勝宝２．８．１ （～勝宝２．１０頃） 五月一日経・間写 食料支給と返上の記録

―０５ 写書所食口案 （勝宝２．１１頃） 作成 五月一日経・間写 食料支給と返上の記録

１０ 海龍王経紙筆布施充帳 勝宝２．３．１ ～勝宝２．４．２５ 海龍王経 書写作業全体の記録

１１ 造東大寺司牒案 勝宝２．３．３ 作成 千部法華経 経典の貸出

１２ 八十華厳経用紙筆墨

帳

勝宝２．３．２８ ～勝宝２．９．２０ 八十華厳経 紙筆墨の支給記録

１３ 間写経疏目録 （勝宝２．３．１以降） 作成 間写 経疏の目録の一部

１４ 仁王経疏本奉請帳 勝宝２．４．２ ～勝宝２．５．２０ 仁王経疏 仁王経疏の借用・返

却記録

１５ 請仁王経疏紙筆墨軸

緒并継打界帳

勝宝２．４．２ ～勝宝２．５．１３ 仁王経疏 継打界の記録と筆墨

等の受納記録

―０１ 仁王経疏紙継打界帳 勝宝２．４．２ ～勝宝２．４．２２ 仁王経疏 料紙受納と継打界の

記録

―０２ 請仁王経疏筆墨軸緒

帳

勝宝２．４．３ ～勝宝２．４．１４ 仁王経疏 筆墨軸緒の受納記録

―０３ 請仁王経疏紙筆墨軸

緒并継打界帳

勝宝２．４．２ ～勝宝２．５．１３ 仁王経疏 継打界の記録と筆墨

等の受納記録

１６ 請仁王経疏紙筆墨并

継打界帳

勝宝２．４．２ ～勝宝２．４．９ 仁王経疏 継打界の記録と筆墨

の受納記録

１７ 充仁王経疏紙帳 勝宝２．４．３ ～勝宝２．４．２２ 仁王経疏 料紙充当の記録
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写書所 十一１９１～２００ ZZ９―２〈１～９〉 １ 往来軸（左軸）「仁王疏／

充墨筆」（表）「仁王疏／

〈紙本〉／充墨筆」（裏）。

端裏書「不」。〈９〉付箋

「四十一ノ九」、未修目録

１０２７「一巻九枚」。

写書所 十一２０１～２１２ ZZ９―３〈１～５〉 １ 往来軸「写仁王経疏上

帳」（表裏同文）。端裏書

「任王疏文古案」。〈１〉付

箋「卅七ノ十三」、未修

目録９６１「五枚」。

写書所 十一２１２～２２３ ZZ９―３〈６～１１〉 １ 〈６〉付箋「六ノ四〔三ヵ〕」、

未修目録７０「一巻六枚」。

写書所 二十五５ ZZ３７―９〈２３〉裏 １ 二次、〔４８〕

写書所 十一２２３～２２７ ZK２５ １ 二次、写書所解案継文

（勝宝５、三５０３～５０４＋６２８

～６２９、天地逆）

端裏書「一切経散帳」。

写書所 二十五５～６ ZZ９―９〈３〉 １ 付箋「三」「卅一ノ六」、

未修目録７７０「一枚」。

写書所 二十五６ ZZ４７―２〈６〉 １

写書所（→造東大寺司） 各文書参照 各文書参照 ―

写書所（→造東大寺司） 十一２４１～２５０ ZB２２（２） １

写書所（→造東大寺司） 十一３３７～３４５ ZB２２（３） １ 端裏書「千部」。

写書所（→造東大寺司） 十一４３０～４３９ ZB２２（４） １

各文書参照 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

高屋兄�→写書所 三３９５ Z２５� １ 二次、造石山寺写経所食

物用帳（宝字６、十五４８２

～４８３）

冒頭未収「東十」。

佐伎万呂→写書所 三４０６ ZK２０� １ 二次、造石山寺写経所食

物用帳（宝字６、五３３）

冒頭未収「東�」。

新田部入加→写書所 三３９１ Z２５� １ 二次、造石山寺写経所食

物用帳（宝字６、十五４８１

～４８２）

冒頭未収「東六」。

息長黒麻呂→写書所 三４０５ Z２５� １ 二次、造石山寺写経所食

物用帳（宝字６、十五４８０

～４８１）

冒頭未収「東�」。

写書所 二十五６～８ ZZ３７―９〈６５〉 １ 裏書（装�校生布施法・
装�充紙の記録〔天地
逆〕）

各文書参照 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

造東大寺司（→某国） 十一２５２～２５３ ZZ１７―７〈１９〉裏 １ 二次、造東大寺司牒案

（神護景雲２、十七１０２）

造東大寺司（→左京職） 三４０２ ZB１�（１） １ 二次、造東大寺司牒案

（神護景雲２、十七１４４）

造東大寺司（→内匠寮） 三４０２～４０３ ZB１�（１） １ 二次、造東大寺司牒案

（神護景雲２、十七１４３～

１４４）
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１８ 仁王経疏充紙筆墨帳 勝宝２．４．３ ～勝宝２．４．２５ 仁王経疏 紙筆墨充当の記録

１９ 写仁王経疏上帳 勝宝２．４．８ ～勝宝２．４．２４ 仁王経疏 経師ごとの写上記録

２０ 写仁王経疏上帳 勝宝２．４．８ ～勝宝２．４．２４ 仁王経疏 経師ごとの写上記録

２１ 仁王経疏料紙文 勝宝２．４．１３ 作成 仁王経疏 料紙の記録

２２ 一切経散帳 （勝宝２．４．２１以降） 作成 五月一日経 一切経の目録

２３ 仁王経疏経師歴名 （勝宝２．４頃） 作成 仁王経疏 経師歴名

２４ 仁王経疏公文包紙 （勝宝２．４頃） 作成 仁王経疏 包紙

２５ 写書所解案 勝宝２．５．４ ～勝宝２．１２．１６ 千部法華経 布施の申請

―０１ 写書所解案 勝宝２．５．４ 作成 千部法華経 布施の申請

―０２ 写書所解案 勝宝２．７．１９ 作成 千部法華経 布施の申請

―０３ 写書所解案 勝宝２．１２．１６ 作成 千部法華経 布施の申請

２６ 借銭解 勝宝２．５．６ ～勝宝２．６．５ ― 借銭申請

―０１ 高屋兄�出挙銭解 勝宝２．５．１５ 作成 ― 借銭申請

―０２ 出雲安麻呂借銭解 勝宝２．６．５ 作成 ― 借銭申請

―０３ 新田部入加出挙銭解 勝宝２．５．６ 作成 ― 借銭申請

―０４ 山道津守出挙銭解 勝宝２．５．２６ 作成 ― 借銭申請

２７ 間写経充紙并装�等
帳

（勝宝２．５．１５ヵ） （～勝宝２．７．２２ヵ） 間写 充紙と上紙の記録

２８ 造東大寺司移牒案 勝宝２．５．２０ ～勝宝２．５．２６ ― 各文書参照

―０１ 造東大寺司牒案 勝宝２．５．２０ 作成 ― 郡司への推挙

―０２ 造東大寺司移案 勝宝２．５．２４ 作成 ― 請過所使の認定申請

―０３ 造東大寺司移案 勝宝２．５．２５ 作成 ― 工人到来に対する返

抄
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造東大寺司（→兵部省） 三４０３～４０４ ZB�（２） １ 二次、造東大寺司牒案

（神護景雲２、十七１４３）

造東大寺司（→因幡等国） 二十五２０５ ZZ４３―２２〈１１〉 １ 二次、造東大寺司牒案

（神護景雲１、十七１１０）

後欠。付箋「十六帙十三

巻」、未修目録２８７「一枚」。

各文書参照 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

倉垣三倉→造東大寺司 二十五８～９ Z４３�（２）裏 １ 二次、食法（天平宝字４、

四４５５）

土形人足→造東大寺司 十一２８０ Z４３�（１）裏 １ 二次、食法（天平宝字４、

四４５５）

一行目右端微欠。

倉垣三倉→造東大寺司 三４０７ Z４２� １ 二次、食法（天平宝字４、

十五８４）

倉垣三倉→造東大寺司 三４０６ ZZ４６―６〈９〉裏 １ 二次、食法（天平宝字４、

十一４８９）

倉垣三倉→造東大寺司 三４１２ S４４� １ 二次、食法（天平宝字４、

十五８５）

倉垣三倉→造東大寺司 三４１１ ZZ４６―６〈８〉裏 １ 二次、食法（天平宝字４、

十一４８８～４８９）

倉垣三倉→造東大寺司 三４１０～４１１ ZZ４６―６〈７〉裏 １ 二次、食法（天平宝字４、

十一４８７～４８８）

付箋「廿五帙七巻」。

倉垣三倉→造東大寺司 三４１０ ZZ４６―６〈６〉裏 １ 二次、食法（天平宝字４、

十一４８７）

日下署名「倉垣三倉」未

収。

倉垣三倉→造東大寺司 三４０９～４１０ ZZ４６―６〈５〉裏 １ 二次、食法（天平宝字４、

十一４８６～４８７）

倉垣三倉→造東大寺司 十一３２３ ZZ４６―６〈４〉裏 １ 二次、食法（天平宝字４、

十一４８６）

写書所（→造東大寺司） 二十五２２ ZZ３８―１〈２〉裏 １ 二次、写書所食口案（天

平勝宝３、十一４９１～４９２）

天地逆。

写書所 二十五９～１１ ZZ３８―１〈１〉裏 １ 二次、写書所食口案（天

平勝宝３、十一４８９～４９１）

写書所 十一１４３～１４４ ZZ２３―５〈４１〉 １ 奥裏書「大乗雑第二帙

〈九 无緒〉」（天地逆）

（丈部曽祢万呂→写書所） 二十五１１ ZZ４―２０〈１２〉裏 １ 二次、〔３４〕 全文抹消。天地逆。

丈部曽祢万呂→写書所 十一２５３ ZZ４―２０〈１２〉 ２ 一次、〔３３〕 付箋「廿七ノ第一」「九」、

未修目録５２７「片紙」。

写書所（→造東大寺司） 十一２５３～２５４ ZZ４２―４〈１０〉 １ 二次、〔３７〕

写書所 十一２５４ ZZ２３―４〈５４〉 １

写書所 十一２５５ ZZ４２―４〈１０〉裏 ２ 一次、〔３５〕

造東大寺司（→？） 十一２５６ ZZ３２‐５〈２８〉裏 １ 二次、写疏料筆墨充帳

（天平１５～勝宝３、十一

２５０～２５１）

前欠。

写書所 十一２７６～２８０ ZZ２８―１５〈１１～１３〉 １

写書所 十一２６４～２７６ ZZ９―１０〈１～５〉 １ 往来軸「寿量品上／四巻

複（表裏同文）」。
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―０４ 造東大寺司移案 勝宝２．５．２６ 作成 ― 位記に関する申請

―０５ 造東大寺司牒案 （勝宝２．５．２６以降ヵ） 作成 ― 粮米停止の申請

２９ 藍薗進上文 勝宝２．５．２６ ～勝宝２．７．６ ― 物資進送

―０１ 藍薗進上文 勝宝２．５．２６ 作成 ― 物資進送

―０２ 藍薗進上文 勝宝２．６．２７ 作成 ― 物資進送

―０３ 藍薗進上文 勝宝２．６．２４ 作成 ― 物資進送

―０４ 藍薗進上文 勝宝２．６．２１ 作成 ― 物資進送

―０５ 藍薗進上文 勝宝２．７．６ 作成 ― 物資進送

―０６ 藍薗進上文 勝宝２．７．５ 作成 ― 物資進送

―０７ 藍薗進上文 勝宝２．７．４ 作成 ― 物資進送

―０８ 藍薗進上文 勝宝２．７．３ 作成 ― 物資進送

―０９ 藍薗進上文 勝宝２．７．３ 作成 ― 物資進送

―１０ 藍薗進上文 勝宝２．７．２ 作成 ― 物資進送

３０ 写書所解案 （勝宝２．５頃ヵ） 作成 ― 考紙と銭の進上

３１ 佐保宅写経充本帳 勝宝２．５．２７ 作成 心経・薬師経 本経充当等の記録

３２ 千部法華経校紙散分

文

勝宝２．６．２ 作成 千部法華経 校正の記録

３３ 丈部曽祢万呂手実案 勝宝２．６．３ 作成 大般若経 造紙手実

３４ 丈部曽祢万呂手実 勝宝２．６．３ 作成 大般若経 造紙手実

３５ 写書所解案 勝宝２．６．６ 作成 心経・薬師経 軸の請求

３６ 秦角万呂充紙筆墨文 勝宝２．６．１０ ～勝宝２．９．１ 千部法華経 紙筆墨充当の記録

３７ 経疏櫃帙等借用帳 勝宝２．６．１６ ～勝宝２．８．７ 間写 櫃や帙等の借用記録

３８ 造東大寺司牒案 勝宝２．６．１７ 作成 五月一日経 本経借用の申請

３９ 装�料紙筆墨軸等納
帳

勝宝２．６．２０ ～勝宝３．１１．１２ 寿量品 料紙の受納・造上の

記録

４０ 寿量品上帳 勝宝２．６．２０ ～勝宝２．１１．２１ 寿量品 経師ごとの写上記録

261



写書所 二十五１２ ZZ５―９〈２３〉裏 １ 二次、千部法華経校帳

（天平２０～勝宝３、十５２０

～５２１）

天地逆。

写書所（→造東大寺司） 十一２８０～２８４ ZZ４２―３〈５～８〉裏 １ 二次、造東大寺司写経用

度申請解案（勝宝４ヵ、

十二２７２～２７７）

前欠。

写書所（→造東大寺司） 各文書参照 各文書参照 ―

写書所（→造東大寺司） 十三８５～８７ ZZ４６―１〈１〉 １ 付箋「二」「十一ノ三」、

未修目録１３２「一巻五枚」。

写書所（→造東大寺司） 十一２８８～２９４ ZZ４６―１〈２～５〉 １

写書所（→造東大寺司） 十一２８５～２８８ ZZ４１―５〈１５～１７〉裏 １ 二次、〔４５〕 前欠。〈１５〉左端「般若案」

（未収）。

写書所（→造東大寺司） 十一２９５～３００ ZZ４１―５〈１４～１７〉 ２ 一次、〔５８〕・〔４４〕

写書所 十一３００～３２３ ZZ３６―２〈１～２０〉 １ 横帳。〈１９〉付箋「鬼室」。

写書所（→造東大寺司） 十一３２４～３３０ ZZ５―４〈１～６〉 １ 〈１〉付箋「卅五ノ十八」

〈６〉付箋「一」、未修目録

９２０「一巻六枚」。

写書所 十一３３０～３３１ ZZ３７―９〈２３〉 ２ 一次、〔２１〕 〈２３〉付箋「十五」「廿七

ノ第六」、未修目録５６４

「一枚」。

各文書参照 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

物部足国→写書所 十一３３２ ZZ２７―３〈１５・１６〉 １ 〈１５〉付箋「卅一ノ一」

「十四」、未修目録７１６「片

紙」。

春日虫麻呂→写書所 十一３３３ ZZ２７―３〈１７〉 １ 付箋「廿四帙六巻」「十

五」、未修目録４５２「壱巻

廿三枚」。

丈部曽祢万呂→写書所 十一３３３ ZZ２７―３〈１８〉 １ 端裏書「装�手実」。付
箋「十六」「卅二ノ三」、

未修目録８１１「一枚」。

春日虫麻呂→写書所 十一３３４～３３５ ZZ２７―３〈１９〉 １ 裏書（布施計算の記録） 付箋「十一ノ五」「十七」、

未修目録１５０「三枚」。

能登忍人→写書所 十一３３５～３３６ ZZ２７―３〈２０〉 １

治田石万呂→写書所 十一３３６～３３７ ZZ２７―３〈２１〉 １ 端裏書「手実」。付箋「十

一ノ五」、未修目録「三

枚」。

写書所 十一３４６～３４７ ZZ１６―６〈６～７〉 １

浄清所→紫微中台 三４１２ ZZ４３―２２〈１６〉 １ 付箋「三十ノ八 四（朱）」、

未修目録６９９「片紙」。

浄清所→紫微中台 各文書参照 各文書参照 ― 自宮来雑物継文（宝字２、

十一３４７～３５０）

浄清所→紫微中台 十一３５０ ZZ４４―３〈５〉裏 １ 二次、浄衣進送文案（宝

字２、十一３４９～３５０）

浄清所→紫微中台 十一３５１ ZZ４４―３〈４〉裏 １ 二次、浄衣進送文案（宝

字２、十一３４９）
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４１ 寿量品充紙帳 勝宝２．６．２１ 作成 寿量品 料紙充当の記録

４２ 写書所解案 勝宝２．６ 作成 大般若経 布施の申請

４３ 写書所解案 勝宝２．６ （～勝宝２．７．１６以

前ヵ）

各文書参照 各文書参照

―０１ 写書所解案 （勝宝２．７．１６以前ヵ） 作成 百部法華経 料紙の報告と申請

―０２ 写書所解案 勝宝２．６ 作成 大般若経 布施の申請

４４ 写書所解案 勝宝２．６ 作成 大般若経 布施の申請

４５ 写書所解案 勝宝２．６ 作成 大般若経 布施の申請

４６ 紙筆墨充帳 勝宝２．７．１ ～勝宝６．１２．１９ 五月一日経 紙筆墨充当の記録

４７ 写書所解案 勝宝２．７．１６ 作成 百部法華経 用度物の報告と申請

４８ 経紙并表紙用帳 勝宝２．７．１８ ～勝宝３．３．２１ 写経一般 料紙の使用記録

４９ 装�手実帳 勝宝２．７．１８ ～勝宝２．９．１２ 各文書参照 各文書参照

―０１ 物部足国手実 勝宝２．７．１８ 作成 写経一般 装�手実と校正記録

―０２ 春日虫麻呂手実 勝宝２．７．１８ 作成 写経一般 装�手実

―０３ 丈部曽祢万呂手実 勝宝２．７．１８ 作成 写経一般 装�手実

―０４ 春日虫麻呂手実 勝宝２．９．１２ 作成 百部法華経 装�手実

―０５ 能登忍人手実 勝宝２．９．１１ 作成 百部法華経 装�手実

―０６ 治田石万呂手実 勝宝２．９．１１ 作成 写経一般 装�手実

５０ 間写経疏惣帳 勝宝２．７．２１ 作成 間写 進捗状況の記録

５１ 浄清所進上文 勝宝２．７．２２ 作成 ― 物資進送

５２ 浄清所解 勝宝２．７．２６ ～勝宝２．７．２９ ― 各文書参照

―０１ 浄清所解 勝宝２．７頃 作成 ― 土器製作に関する報

告

―０２ 浄清所解 勝宝２．７．２６ 作成 ― 米の進送
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浄清所→紫微中台 十一３５１ ZZ４４―３〈３〉裏 １ 二次、浄衣進送文案（宝

字２、十一３４８～３４９）

付箋「廿四帙十一巻」、

未修目録４５７「一巻四枚」。

浄清所→紫微中台 十一３５１～３５３ ZZ４４―３〈１～２〉裏 １ 二次、〈２〉浄衣進送文案

（宝字２、十一３４８）、〈１〉

浄衣等進送文案（宝字２、

十一３４７～３４８）

写書所（→造東大寺司ヵ） 十一３５３～３５４ ZZ１６―４〈１１〉 １ 付箋「卅五ノ一」、未修

目録８９６「一枚」。

写書所 十一３５５～３５９ ZZ２―１１〈５～７〉 １ 二次、写書所解案（勝宝

５、十二４１９～４２０）

端裏書「一切経散帳案」。

〈５〉付箋「廿八ノ二」「二」

〈７〉付箋「二」、未修目録

５８５「一巻三枚」。

山口新家→写書所 十一３６０～３６１ ZZ３８―１〈５〉裏 １ 二次、〔０９―０４〕

写書所（→造東大寺司） 十一３６１～３６３ ZZ４１―６〈６～７〉 １ 端裏書「案」。〈７〉付箋「□

〔三ヵ〕」「廿一帙三巻」、

未修目録４１５「二枚」。

造東大寺司→北大臣家→

造東大寺司

三４１４～４１５ S４４� １

造東大寺司（→？） 十一３６６ ZZ４１―５〈１４〉裏 １ 二次、〔４５〕

写書所（→造東大寺司） 三４１５～４１９ ZB２３� １ 端裏書「不」（未収）。

写書所（→造東大寺司） 十一３６７～３７０ ZZ４１―６〈１０～１１〉 １ 後欠。端裏書「丈不用

〔「案一遍」を抹消〕」。〈１０〉

付箋「五」「廿二ノ二」、

未修目録４３４「一巻二枚」。

写書所 二十五１５ Z１４� ３ 一次、天平十八年具注暦

（天平１８、二５７０～５７４）、

二次、〔０９―０１〕

楽書。

写書所 十一３７０～３７１ ZZ３２―５〈４１〉 １ 付箋「廿五」「内／廿五ノ

九」、未修目録５０８「片紙」。

写書所 二十五１６～１８ ZZ２７―４〈４５〉 １ 裏書（千部法華経用紙の

借用記録・楽書等）

付箋「廿九帳ノ内廿五ノ

九」「廿二」、未修目録５０８

「片紙」？。

写書所 三４２６～４５８＋十

３７１～３７４

ZB４０＋Z２８�裏 ２ 一次、ZB４０〈１～１９〉裏

経師等上日帳（勝宝１～

２、三２８０～３１１）、Z２８�
写書所解案（天平２０、三

７８～８１）

端裏書「天平勝宝二年上

日帳」。ZB４０〈１〉冒頭朱

書、Z２８�〈１０〉裏「長官」
（右端下方）切断半存、と

もに未収。

造東大寺司（→太政官ヵ） 十一３７１～３７４ ZK２４ １

写書所（→造東大寺司） 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

写書所（→造東大寺司） 三４２３～４２４ ZK３８（４）裏 １ 二次、経疏出納帳（勝宝

３、三５４４～５４７）

写書所（→造東大寺司） 三４２５ ZK３８（３）裏 １ 二次、経疏出納帳（勝宝

３、三５４３～５４４）

写書所（→造東大寺司） 三４１９～４２２ ZB２５� １
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―０３ 浄清所解 勝宝２．７頃 作成 ― 物資の返上と請求

―０４ 浄清所解 勝宝２．７．２９ 作成 ― 使用物や収納物等の

報告

５３ 本経論返送文案 勝宝２．７．２９ 作成 間写 本経の返送

５４ 一切経散帳案 （勝宝２．８．１以降） 作成 五月一日経 一切経の目録

５５ 経師等浄衣進上文 勝宝２．８．５ 作成 ― 浄衣の進上

５６ 写書所解案 勝宝２．８．６ 作成 海龍王経 布施の申請

５７ 造東大寺司牒 勝宝２．８．１７ 作成 ― 法華経の返却請求

５８ 作礎功食請文案 勝宝２．８．１９ 作成 ― 人功と食料の請求

５９ 写書所解案 勝宝２．８．２０ 作成 阿含経 布施の申請

６０ 写書所解案 （勝宝２．８．２０ヵ） 作成 阿含経 布施の申請

６１ 阿含経布施文 （勝宝２．８．２０ヵ） 作成 阿含経 布施量の記録

６２ 請経并充筆墨等文 （勝宝２．８．２１以前） ～勝宝２．９．１０ 写経一般 筆墨充当等の記録

６３ 装�充紙并造上帳 勝宝２．８．２５ ～勝宝２．９．１７ 間写 料紙充当と造上の記

録

６４ 経師等上日帳 勝宝２．８ ～勝宝３．７ ― 上日数の記録

６５ 造東大寺司解案 勝宝２．８ 作成 間写 用度物の申請

６６ 写書所解案 勝宝２．８ 作成 各文書参照 布施の申請

―０１ 写書所解案 勝宝２．８ 作成 涅槃経義記 布施の申請

―０２ 写書所解案 勝宝２．８ 作成 涅槃経義記 布施の申請

―０３ 写書所解案 勝宝２．８ 作成 花厳経慧薗師疏 布施の申請

265



写書所（→造東大寺司） 十一３７４～３７６ ZZ２４―３〈４～５〉裏 １ 二次、経師校生装�上日
案帳（勝宝４、十二３６８～

３７１）

前欠。

写書所（→造東大寺司） 十一３７６～３７９ ZZ２４―３〈２～３〉裏 １ 二次、経師校生装�上日
案帳（勝宝４、十二３６４

～３６８）

写書所（→造東大寺司） 十一３８０ ZZ２４―３〈１〉裏 １ 二次、経師校生装�上日
案帳（勝宝４、十二３６４）

後欠。

写書所 各文書参照 各文書参照 ―

写書所 十一３８７～３８９ ZZ４４―７〈１〉 １ 裏書（充紙記録〔未収〕） 付箋「一」「廿五ノ九」、

未修目録５０８「片紙」か。

写書所 十一３８９～３９０ ZZ４４―７〈２～３〉 １ 〈３〉付箋「二」「廿四帙十

巻」、未修目録４５６「一巻

十六枚」。

写書所 十一３９０～３９２ ZZ４４―７〈４〉 １ 付箋「四十三ノ七」「三」、

未修目録１１０５「二枚」。

写書所 十一３９２ ZZ２７―４〈３５〉 １ 裏書「瑜伽論軸一百枚」

（未収）

付箋「�一ノ□十」「十
九」。

写書所 十一３９２～４１８ ZZ２４―２〈１～２３〉 １ 往来軸（右軸、頭欠）。

〈２３〉付箋「卅五ノ五」、

未修目録９０７「一巻二十

三枚」。

造東大寺司（→笠山寺三

綱所）

十一４１９ ZZ１６―３〈９〉 １

写書所 二十五１８～１９ ZZ３５―６〈８０〉裏 １ 二次、経師等写疏紙筆墨

充帳（天平１８～勝宝３、

九４６～４７）

造東大寺司（→太政官ヵ） 三４６３～４６８ ZB１５� １ 末尾下端「謹上 右」

（天地逆、未収）。

写書所 二十五２３ ZZ４３―２〈１〉裏 １ 二次、〔７７〕

写書所 十一４１９～４２１ ZZ４３―２〈１～２〉 ２ 一次、〈１〉〔７６〕 往来軸「借用銭注」（表）

「帳」（裏）。〈２〉付箋「九

ノ四」、未修目録１１３「一

巻二枚」。

写書所（→造東大寺司） 十一４２１～４２２ ZZ４２―４〈７〉 １ 末尾に残画あり（未収）。

造東大寺司（→平摂大徳） 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

造東大寺司（→平摂大徳） 十一４２７～４２９ ZZ３８―２〈１７～１８〉裏 １ 二次、写書所告朔并食口

案（勝宝３、十一５２５～５２８）

造東大寺司（→平摂大徳） 十一４２９～４３０ ZZ４１―５〈９～１０〉裏 １ 二次、造東寺司解案（勝

宝３、十６０４～６０５）

写書所 二十五１９～２０ ZZ１３―５〈１１〉 １

造東大寺司（→太政官ヵ） 三４７１～４７５ ZB１５� １ 〈４〉裏書「理趣経疏三巻／

右以十一月三日奉請教輪

師所付智憬師所」（天地逆、

未収）

末尾日下「他田水主」に方

朱印「書」（鴨書手印）踏印。

〈４〉右端微存（未収）。未

収の追記あり。

造東大寺司（→太政官ヵ） 三４７８～４８３ ZB１４ １
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６７ 写書所解案 勝宝２．８ 作成 大品経疏 布施の申請

６８ 写書所解案 勝宝２．８ 作成 涅槃経義記 布施の申請

６９ 写書所解案 （勝宝２．８ヵ） 作成 花厳経慧薗師疏 布施の申請

７０ 写書所紙筆軸等納帳 勝宝２．９．１０ ～勝宝３．１２．２８ 写経一般 紙筆軸等の受納記録

―０１ 写書所紙筆軸等納帳 勝宝２．９．１０ ～勝宝３．６．３ 写経一般 紙筆軸等の受納記録

―０２ 写書所紙筆軸等納帳 勝宝３．８．１２ ～勝宝３．１２．２８ 写経一般 紙筆軸等の受納記録

―０３ 写書所紙筆軸等納帳 （勝宝４．９．８ヵ） （～勝宝４．９．２９ヵ） 写経一般 紙筆軸等の受納記録

７１ 写書所軸納帳 （勝宝３．５．１３ヵ） 作成 写経一般 軸の受納記録

７２ 経師上紙帳 勝宝２．９．１０ ～勝宝３．７．５ 寿量品 経師ごとの写上記録

７３ 造東大寺司牒案 （勝宝２．９．２９ヵ） 作成 ― 経の貸出請求

７４ 校生充本并写経用紙

文

（勝宝２．１０．１０ヵ） 作成 八十華厳経 充本記録と料紙数の

記録

７５ 造東大寺司解案 勝宝２．１０．１３ 作成 大般若経 用度物の報告

７６ 考紙并銭検定文 （勝宝２．１０．１５以前ヵ） 作成 ― 考紙と銭の記録

７７ 借用銭注帳 勝宝２．１０．１５ （～勝宝３．１．２３ヵ） ― 借用銭の記録

７８ 写書所解案 勝宝２．１１．８ 作成 間写ヵ 用度物の報告

７９ 造東大寺司牒案 勝宝２．１１ 作成 五月一日経 本経の貸出請求

―０１ 造東大寺司牒案 勝宝２．１１ 作成 五月一日経 本経の貸出請求

―０２ 造東大寺司牒案 勝宝２．１１ 作成 五月一日経 本経の貸出請求

８０ 写経用紙検定文 （勝宝２．１２．４ヵ） 作成 写経一般 料紙の記録

８１ 造東寺司解案 勝宝２．１２．２３ 作成 間写 布施の申請

８２ 造東寺司解案 （勝宝２．１２．２３） 作成 間写 布施の申請
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造東大寺司（→太政官ヵ） 十一４３９～４４７ ZZ４１―３〈１～６〉 １ 〈１〉付箋「廿一ノ第六」、

未修目録４２７「七枚」。

智憬→造東大寺司ヵ 未収 『拾遺』４８ １

造東大寺司 十一４４９ ZZ４０―２〈２０〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十二３１７～

３１９）

佐伯今毛人の自署あり。

造東大寺司 十一４５０～４５３ ZZ４０―２〈１８～１９〉裏 １ 二次、奉写一切経所食口

案（宝亀４、二十二３１３～

３１７）

教輪→造東大寺司ヵ 十一４５３～４５４ ZZ１６―７〈１〉 １ 二次、〔８８〕（天地逆）

写書所 十一４５４ ZZ１６―７〈１〉裏 ２ 一次、〔８７〕 天地逆。

写書所 三４７６～４７７ ZZ４２―４〈１〉 １

写書所（→平摂大徳） 三４７８ ZB７� １

写書所（→造東大寺司） 各文書参照 各文書参照 ― 各文書参照

写書所（→造東大寺司） 十一３８０～３８４ ZZ１５―４〈３～８〉裏 １ 二次、経疏帙籤等奉請帳

（勝宝８、十三１９２～１９７）

写書所（→造東大寺司） 十一４５５～４５７ ZK６（２） １ 二次、〈３～４〉仏像雑具

請用帳（勝宝８ヵ、四１０６

～１０８）

写書所 十一３８５～３８７ ZZ３８―４〈７～８〉裏 １ 二次、写書所食口案（勝

宝５、十二４０７～４０８）

写書所 二十五１４ ZZ４４―１０〈３６〉 １ 付箋「三□□〔十二ヵ〕」

「卅一ノ三」、未修目録７３５

「片紙」。

写書所 二十五１４ ZZ４４―１０〈３５〉裏 １ 二次、造東大寺司雑物返

上帳（天平神護１、十七１０）

写書所 二十五２０～２１ ZZ３８―２〈５〉裏 １ 二次、写書所告朔并食口

案（勝宝３、十一５１１）

写書所 二十五２３～２４ ZZ４４―１０〈４６〉 １ 付箋「卅一ノ□〔十ヵ〕」

「廿□」、未修目録７９５「三

十五枚」。下部大破。

写書所 十一１５６～１７０ ZZ３７―４〈１１～２７〉 ２ 一次、〈１１〉華厳経奉請文

（勝宝元、十６６３）、裏書

（〈１４〉浄衣料等の記録

〔未収あり〕、〈２２〉朱沙の

受納記録）

〈２６〉付箋「卅七ノ十七」、

未修目録９６５「十五枚」。

写書所 十一１３７～１３９ ZZ５―１〈２６～２７〉 ２ 一次、〈２７〉経本奉請文

（天平２０、十３３４～３３５）

〈２６〉付箋「（判読できず）」、

〈２７〉付箋「廿四帙八」「二」、

未修目録４５４「一巻十枚」

か。

写書所 二十五１２～１４ ZZ４４―１０〈２５〉 １ 二次、奉写経所布施奉請

文案（宝字２、十四５３～

５４）

付箋「廿六ノ五」「廿四」、

未修目録５１３「一枚」。
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８３ 造東寺司解案 勝宝２．１２．２３ 作成 五月一日経・間写 布施の申請

８４ 僧智憬状 勝宝２．１２．２６ 作成 ― 経典の返送

８５ 櫃納経目録 勝宝２．１２．２４ 作成 ― 櫃納経典と奉請先の

記録

８６ 造東寺司未返経論疏

文

勝宝２．１２．２８ 作成 五月一日経 未返却経典の記録

８７ 僧教輪状 勝宝２．１２．２６ 作成 ― 経論疏の返送

８８ 写経用紙墨文案 （勝宝２．１２．２７ヵ） 作成 私願経 必要な紙墨の記録

８９ 写経用紙墨文 勝宝２．１２．２７ 作成 私願経 必要な紙墨の報告

９０ 写経所牒案 勝宝２．１２．２９ 作成 ― 経の返送

９１ 写書所解案 （勝宝２ヵ） 作成 ― 布施の申請

―０１ 写書所解案 （勝宝２ヵ） 作成 ― 布施の申請

―０２ 写書所解案 （勝宝２ヵ） 作成 ― 布施の申請

９２ 経師等歴名案 （勝宝２ヵ） 作成 ― 経師等の見仕・不仕

の記録

９３ 浄衣料換算文 （勝宝２ヵ） 作成 ― 浄衣に関する記録

９４ 物資借用文 （勝宝２ヵ） 作成 ― 物資の借用記録

９５ 考紙并銭進上経師等

交名

（勝宝２ヵ） 作成 ― 銭と紙の供出の記録

９６ 知識写経布施出納文 （勝宝２ヵ） 作成 ― 布施収納と出用の記

録

９７ 紙墨等納帳 天平１９．１２．５ ～勝宝４．６．１２ 間写 料紙等の出納記録

９８ 千部法華経上帳 勝宝３．４．１０～１７ 作成 千部法華経 書写未了の経師の記

録

９９ 浄衣雑物目録 （宝字２以降ヵ） 作成 ― 浄衣構成具の目録
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